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奥出雲ワイン特区

 

都道府県名： 島根県 

 

申請主体名： 仁多郡奥出雲町 

区域の範囲： 島根県仁多郡奥出

雲町の全域 

特区の概要： 奥出雲町は島根県の南東部、斐伊川の上流にある。特産

品のぶどうは町内の国営開発農地を中心に広く栽培されて

いる。しかしながら、農業就業人口は、担い手の高齢化や

離農、農業後継者不足等により減少しており、耕作放棄地、

遊休地の増加が懸念されている。 

本特例措置を活用し、農業者が自己製造するワインをブ

ランド化することで、関係人口の増加、新たな雇用の創出、

新規就農者の定着、耕作放棄地の解消及び新たな観光資源

を創出する。 

適用される規制

の特例措置： 

709（710,711）：特産酒類の製造事業 

 

 

奥出雲町産のぶどう 

 

 

奥出雲町のぶどう畑 


